
平成 27 年度第１回津島市総合教育会議議事録 

 

１ 日 時   平成 27 年６月 26 日（金） 午後３時から午後３時 26 分まで 

 

２ 場 所   市役所３階 市長公室 

 

３ 出席者   （構成員）市長、教育委員 

（事務局）市長公室長、教育委員会事務局長、企画政策課長、         

     学校教育課長ほか担当職員２名 

 

４ 議 題   （１）総合教育会議の概要について 

        （２）津島市総合教育会議設置要綱について 

        （３）津島市総合教育会議の施策に関する大綱について 

        （４）その他 

 

５ 内 容 

  ○開会 

 

 ○あいさつ 

 

  ○議題 

   （１）総合教育会議の概要について 

（事務局） ・会議は首長が招集し、市長と教育委員会で構成される。 

・会議は原則公開とする。 

・協議及び調整事項は、①教育に関わる総合的な大綱の策定、

②教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応

じた教育、学術及び文化の振興を図るために重点的に講ずべ

き施策、③児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、

又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の

緊急の場合に講ずべき措置 

（構成員） 質疑等なし 

    

（２）津島市総合教育会議設置要綱について 

 （事務局） ・第１条で、「市長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本

市教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性の



もと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、津島

市総合教育会議を設置する。」とする。 

・第２条で、会議は、「市長及び教育委員会をもって構成する。」

とする。 

・第３条では、会議における協議及び調整事項について記載し

ており、「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

「大綱」の策定」、「教育を行うための諸条件の整備その他本

市の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点

的に講ずべき施策」、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被

害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ

る場合等の緊急の場合に講ずべき措置」の以上を総合教育会

議の中で協議していく。 

・第４条では、会議は市長が招集するものとする。ただし、「教

育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要が

あると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項

を示して、会議の招集を求めることができる。」とする。 

・第５条で、議長は市長または市長の任命したものとする。 

・第６条では、必要があると認めるときは、関係者又は学識経

験者に意見を聴くことができるものとする。 

・第７条では、この会議は公開としている。 ただし、「個人の

秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が

著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要

があると認めるときは、この限りでない。」とする。 

・第８条では、その議事録の作成と公表である。ただし、「第７

条のただし書きの規定に該当する場合にあっては、公表しな

いことができる。」とする。 

・第９条で、事務局は、津島市企画政策課に置き、実際の会議

においては、内容に応じて教育委員会学校教育課と相互に連

携を図りながら進めていく。 

・本要綱は、平成２７年６月２６日から施行する。 

 （構成員） 質疑及び意見等なし 

 （事務局） ・要綱案について承認されたため、今後は要綱に基づいて、市

長を議長とし、会議運営を行う。 

    

（３）津島市総合教育会議の施策に関する大綱について 

 （事務局） ・教育の目標や施策の根本的な方針を定めるものである。 



       ・総合教育会議は、市長と教育委員会が協議・調整をし、市長

が策定する。 

        ・津島市総合計画と教育振興基本計画を参考にしつつ、関係各

課と会議を行い、総合教育会議に諮り、今年度中に作成する。 

 （構成員） 意見等なし 

 （事務局） 第２回津島市総合教育会議は、今年の 10 月頃に開催を予定して

いる。 

 （構成員） 発言等なし 

 

   （４）その他 

 （議 長） ・教育委員会と協議及び調整をし、現段階で次のように進めて

いるところである。 

  ①今年２月に毎月第３日曜日を家庭防災の日と定め、防災の

大切さを学校で子どもたちに伝え、子どもたちが家庭に持

ち帰り、家庭の防災力を高めてほしいと考えている。 

        ②健やかな体を育成するため、学校で「総合的な子どもの基

礎体力向上大作戦」としてＳＫＩＰという事業に取組んで

いる。 

        ③学校での食育のため、「津島市おいしい給食大作戦」の一つ

として「献立コンクール」を実施する。 

        ④国際的な感覚を取り入れてもらうため、６月１日（月）西

小学校において駐名古屋大韓民国総領事館から領事を迎え、

様々なイベントを行った。 

        ⑤歴史・文化を継承してもらうため、小学校４～６年生を対

象に、尾張津島天王祭の朝祭に来てもらい、写真と地図を

ヒントに朝祭を学ぶフォトテーリングという事業を、今回

初めて実施する。 

       ・総合教育会議は、津島市の教育の方向性を見出す重要な場だ

と考えている。皆様のお力添えをいただきたい。 

 

  ○閉会 


